第３　モデル育成事業
1　事業内容  
（1）先進的モデルとなる事業を行う商店街に対し、伴走支援を継続して実施します。
（2）専門家の追加派遣のほか、事業の成長に必要な取組を支援します。
（3）モデル事業として他商店街へ事業の展開や共有を行い、商店街全体の活性化につなげます。

2　対象団体  
　　令和7年度に地域課題解決事業を実施した団体のうち、他の商店街のモデルとなる先進的な事業に取り組む団体。

3　支援内容  
（1）支援対象団体数は5団体程度とします。
（2）1団体あたりの支援上限額は50万円とし、専門家の派遣（2回程度）に要する経費を含めることを可とします。
（3）対象経費は以下のとおりとします。
　　専門家派遣費、報酬、賃金、旅費（団体構成員の研修旅費は除く）、広告費、委託料、外注費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料、貸借料、景品代、プレミアム商品券のプレミアム分 など
※その他、上記以外の経費については、事務局にご確認ください。

4　応募方法
（1）申込書に事業計画書、見積書のほか、団体の定款（規約）、会員名簿、収支予算書等の必要書類を添付して事務局に提出してください。
（2）提出は、メール、ＦＡＸ、郵送または事務局まで直接持参ください。
（提出の際は、事務局に確認の連絡をお願いします）
（3）提出期限は、令和8年6月30日 まで

5　選定方法  
（1）事業計画書をもとに、取組のモデル性や先進性、波及効果等を踏まえ、事務局にて支援団体の選定を行います。
（2）必要に応じて申込団体へのヒアリングを実施する場合があります。
（3）選定結果は、申込者へ事業着手可否通知書にて通知を行います。

6　実施手順  
（1）事業着手可否通知後、事業計画に基づき取組を実施します。
（2）事業実施にあたり、事業計画の変更が必要な場合は事務局へ速やかに連絡してください。
（3）事業完了後30日以内または令和9年2月26日のどちらか早い日までに、完了報告書及び必要書類を事務局へ提出してください。

7　留意事項  
（1）本事業は、他商店街のモデルとなる先進的な取組に対する支援を目的としているため、取組の内容は広く公開・共有します。
（2）事業内容を変更する場合は、事務局へご連絡ください。事業内容が本来の計画から大きく変更する場合は、支援を中止する場合があります。
（3）事業に関する調査やアンケート等への協力を求める場合があります。

8　事務処理
発注書・納品書・領収書等、支払い詳細が確認できる書類は必ず保管し、完了報告時に事業の実施状況を確認できる写真等と併せて提出してください。

